
1‐16-01

国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
永
楽
帝

へ
の
進
香

の
事
、
冊
封
と
先
王

へ
の
賜
祭
に
対
す
る
謝
恩
の
進
貢
の
事

の
咨
と
目
録

(
一
四
二
五
、
閏
七
、

一
七
)

琉
球

国
中
山

王
、
謝
恩
等

の
事

の
為

に
す

。

今
、
各
件

の
合

に
行
う

べ
き
事
理
を
将

て
開
坐

し
移
咨

す
。
施
行

せ
よ
。

須
ら
く
咨

に
至

る
べ
き
者
な
り
。

計
一
件
、
喪
礼

の
事
。
洪
煕
元
年

(
一
四
二

五
)
六
月
十
七
日
、
欽
差

の
行

人
司
行
人
陳
資
茂
、
勅
諭

を
齎
捧

し
て
国

に
到

る
。
開
読
す
る

に
、
大
行
皇

帝
、
賓
天
す
、
と
あ

り
。
此
れ
を
欽
む
。
欽

遵

し
て
山
南
王

の
処

に
転
行

し
、

一
体

に
開
読
す
る
を
除
く

の
外
、
今
、
長
史

鄭
義
才
等
を
遣

わ
し
、
香

五
十

斤
を
齎
捧
し
、
来
船

に
就
附

し
て
、
京

に
赴

き
進
香
せ
し
む
。
咨

し
て
施
行

を
請
う
。
須
ら
く
咨

に
至

る

べ
き
者
な
り
。

一
件
、
謝
恩

の
事
。
洪
煕
元
年
六
月

二
十

七
日
、
欽

差

の
内
官
柴
山

・
行

人
司
行
人
周
彝

、
勅
諭

を
齎
捧
し

て
王
爵
を

襲
封
し
、
紗
帽

・束
帯

・衣
服

・

礼
物

を
頒
賜
し
、
并
び

に
先
父
王
思
紹
を
諭
祭

す
。
此

れ
を
欽

む
。
欽
遵
し

て
受
領

す
る
を
除
く

の
外
、
理
と
し

て
合

に
通
行

す

べ
し
。
今
、
使
者
実
達

魯
等

を
遣

わ
し
、
表
箋
文
各

一
通
を
齎
捧

し
、
金
結
束
等
様

の
、
長
短
斉
し

か
ら
ざ

る
刀

・
各
色

の
紙

扇

・
■
風

・
硫

黄

・
螺
殻
を
管
送

し
、
随

い
で
京

に
赴

き
謝
恩

せ
し
む
。
咨
し

て
施
行

を
請

う
。
須

ら
く
咨

に
至

る
べ
き
者
な

り
。

今
開
す

金
包
鞘
刀
二
把

一
把
は
帯
鞘
の
長
さ
二
尺

一
寸
五
分

一
把
は
帯
鞘
の
長
さ
二
尺
、
刀
■

の
露
木

一
寸

金
結
束
鞘
刀
二
把

一
把
は
帯
鞘
の
長
さ

一
尺
九
寸
五
分

一
把
は
帯
鞘
の
長
さ

一
尺
七
寸
五
分

金
結
束
長
刀
二
把

一
把
は
帯
鞘
の
長
さ
四
尺
七
寸
五
分

一
把
は
黒
漆
鞘
連
の
長
さ
三
尺
七
寸
五
分

金
帯
銅
結
束
鞘
刀
二
把

一
把
は
帯
鞘
の
長
さ
三
尺

一
寸

一
把
は
帯
鞘
の
長
さ
二
尺
九
寸
五
分

漆
鞘
■
刀
四
把
、
内
、
長
短
斉
し
か
ら
ず

長
刀
三
把
、
内
、
長
短
斉
し
か
ら
ず

黒
漆
鞘
腰
刀
六
十
把
、
各
々
長
短
等
し
か
ら
ず

通
計
、
金
結
束
等
様
の
長
短
等
し
か
ら
ず

五
等
各
色
摺
紙
扇
四
百
把

■
風
二
対
、
内

金
箔
紙
■
風

一
対

銀
箔
紙
■
風

一
対

硫
黄
四
万
斤
少
、
今
報
ず
二
万
斤
正



螺
殻

八
千
五
百
三
十
三
個
、
今
報
ず

八
千

個

右
、
礼
部

に
咨
す

洪
煕
元
年

(
一
四

二
五
)
閏

七
月
十
七

日

謝
恩
等

の
事

咨

注

(1
)
計
　

数
え
あ
げ
る
。
ま
た
合
計
、
あ

る
い
は
計
開
、
計
件
と
同
意
で
用

い
る
こ
と
が
あ
る
。

(2
)
勅
諭

〔○
一
-
〇
二
〕。

(3
)
大
行
皇
帝
、
賓
天
す
　
永
楽
二
十

二
年
七
月
辛
卯
、
永
楽
帝
が
逝
去
し

た
。

(4
)
山
南
王
の
処
　
当
時

の
山
南
王
は
他
魯
毎
。山
南
王
の
居
城

に
つ
い
て

は
、
南
山
城
跡

(糸
満
市
)
説
、
大
里
城
跡

(大
里
村
)
説
、
そ
の
他

が
あ
り
特
定
し
な

い
が
、
そ
の
勢
力

圏
は
沖
縄
本
島
南
部

で
あ
る
。
安

里
進

『考
古
学
か
ら
み
た
琉
球
史
・上
』

(ひ
る
ぎ
社
、

一
九
九
〇
年
)

は
、出
土
土
器
の
胎
土
の
分
類
か
ら
山
南
王
国
の
領
域
を
論
じ
て
い
る
。

(5
)
山
南
王
の
処

に
転
行
し
、
一
体

に
開
読
　
琉
球
国
の
三
山
の
事
実
上
の

統

一
の
時
期
を
永
楽
二
十
年

(
一
四
二
二
)
と
す
る
和
田
久
徳

「琉
球

国

の
三
山
統

一
に
つ
い
て
の
新
考
察

」
(『お
茶

の
水
女
子
大
学
人
文
科

学
紀
要
』
二
八
、
昭
和
五
十
年
)
は
、
山
南
は
永
楽
元
年
頃
か
ら
中
山

に
従
属
的
な
形
で
存
続
し
た
と
す
る
が
、
そ
の
傍
証

の

一
つ
が
、
こ
の

中
山
王
か
ら
山
南
王

へ
の
詔
書
の
転
行

で
あ
る
。

(6
)
鄭
義
才
　

久
米
村
鄭
氏
家
譜

の
序
に
、
福
建
省
長
楽
県
の
出
身
で
、
洪

武
二
十
五
年

(
一
三
九
二
)
に
三
十
六
姓
の

一
人
と
し
て
中
山
に
至

っ

た
と
記
さ
れ

(
『家
譜

(二
)』
五
七

一
頁
)、
『明
実
録
』
に
永
楽
十
四
・

二
十
二

・
宣
徳
元

・
三
年

の
四
回
、
入
貢
し
た
記
録
が
あ
る
。
宣
徳
元

年
四
月
甲
戌

の
条

に
は
、
長
陵

(永
楽
帝
陵
)
に
進
香
し
た
記
事
が
あ

る
。

(7
)
京
　

洪
煕
元
年
三
月
か
ら
正
統
六
年
十
月
末
ま
で
は
南
京
が
京
師

(首

都
)
で
あ

っ
た
。

(8
)
勅
諭
　
冊
封

の
勅
諭

〔〇

一
-〇
五
〕
、
頒
賜

の
目
録

〔〇

一
-〇
六
〕
、

諭
祭
文

〔〇

一
-
〇四
〕
。

(9
)
実
達
魯
　

こ
の
時

の
入
貢
に
つ
い
て
『明
実
録
』宣
徳
元
年
三
月
乙
卯
・

四
月
己
巳

の
条
に
記
事
が
あ
る
。
こ
の
後
、
宣
徳
三
年

(
一
四
二
八
)

に
旧
港

へ
正
使
と
し
て
赴
い
た
時

の
書

〔四
三
‐
〇
四
〕
と
執
照

〔四

二
‐
〇

一
〕
に
は

「本
国
頭
目
」
と
あ
る
。
実
達
魯

に
つ
い
て
は
〔
一

七
-
一
五
〕
参
照
。

(10
)
表
箋
文
　
謝
恩
の
箋
文
は

〔
一
二
‐
〇
五
〕。

(11
)
帯
鞘
の
長
さ
　
鞘
と
共
の
長
さ
。

(12
)
通
計
　

以
下
に
通
計

の
数
を
脱
か
。

(13
)
少
　
小
と
記
す
場
合
も
あ
る
。
…
弱
、
…
ば
か
り
、
の
意

で
、
数
量
の

概
数
を
示
す
語
。

(14
)
今
報
ず
、
二
万
斤
正
　
硫
黄
は
明
の
崇
禎
末
ま
で
琉
球
は
生
硫
黄
を
持

参
し
、
中
国
側
が
煎
熟
し
た

(
〔二
〇
-
〇
六
〕
参
照
)。
今
報
ず
、
は

官
報

(
〔
一
六
-
二
〇
〕
注

(5
)
参
照
)
に
同
じ
で
、
正
式

に
報
告
す

る
数
量
と
し
て
は
、
煎
熟
す
れ
ば

二
万
斤
ち
ょ
う
ど
に
な
る
、
の
意
で

あ
ろ
う
。

(15
)
正
　
整

の
略
字
で
、
数
字

の
あ
と
に
つ
け
て
そ
の
額
に
過
不
足
の
な

い

こ
と
を
示
す
。
大
、
正
大
、
大
正
な
ど
と
記
す
場
合
も
あ
る
。
額
に
十



分

で
あ

る

、

の
意

味

か

。

1-16-02

国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
皮
弁
冠
服

の
頒
賜
を
請
う
事
、
宝
鈔
を

詐
取
さ
れ
た
事
、
通
事

へ
の
冠
帯
給
賜
を
請
う
事
の
咨

(
一
四
二
五
、
閏
七
、

一
七
)

琉
球
国
中
山
王
尚
巴
志
、
襲
爵
等
の
事
の
為
に
す
。

今
、
各
件
の
合

に
行
う

べ
き
事
理
を
将
て
開
坐
し
移
咨
し
て
知
会
す
。
施

行
せ
よ
。
須
ら
く
咨

に
至
る
べ
き
者
な
り
。

計
一
件
、
襲
爵
の
事
。
洪
煕
元
年

(
一
四
二
五
)
六
月
二
十
七
日
、
欽
差
の

内
官
柴
山
、
勅
諭
を
齎
捧
し
て
王
爵
を
襲
封
し
、
紗
帽

・
束
帯

・
衣
服

・
礼

物
を
頒
賜
す
。
此
れ
を
欽
む
。
欽
遵
し
て
領
受
す
る
を
除
く
の
外
、
切
に
照

ら
す
に
、
洪
武
よ
り
永
楽
年
間
に
至
る
以
来
、
聖
朝
、
祖

・
父
に
王
爵
を
襲

封
す
る
に
、
倶
に
皮
弁
冠

・
朝
服
等
の
件
有
り
。
今
、
襲
封
を
蒙
る
も
未
だ

頒
賜
を
奉
ぜ
ず
。
如
し
准
奏
を
蒙
ら
ば
、
前
例
に
照
ら
し
て
頒
降
し
て
便
益

な
ら
し
め
ん
こ
と
を
乞
う
。
此
の
為
に
、
使
者
実
達
魯
等
を
し
て
本
奏
啓
を

齎
し
む
る
を
除
く
の
外
、
合
に
咨
し
て
知
会
す
べ
し
。
施
行
せ
よ
。
須
ら
く

咨

に
至
る
べ
き
者
な
り
。

一
件
、
朝
貢
の
事
。
近
ご
ろ
使
者
阿
不
察
度
等
の
告
に
拠
る
に
称
す
ら
く
、

永
楽
二
十

一
年

(
一
四
二
三
)
の
間
、
差
を
蒙
り
、
海
船
を
駕
使
し
、
方
物

を
装
載
し
て
京
に
赴
き
進
貢
す
。
福
建
福
州
府
■
県
高
恵
里
に
到

っ
て
住
泊

す
。
方
物
は
交
進
す
る
を
除
く
の
外
、
所
有
の
欽
依
の
賞
賜
の
宝
鈔
は
、
本

里
の
住
人
陳
銘

・
黄
思
六
に
、
同
じ
く
福
清
県
方
民
里
の
民
人
周
文
質
を
し

て
穿
套
し
諷
賺
せ
し
め
、
回
貨
を
替
買
す
る
こ
と
二
次
に
し
て
、
計
る
に
宝

鈔
四
千
五
百
貫
を
騙
去
せ
ら
る
。
洪
煕
元
年
三
月
内
、
船
隻
の
回
還
逼
り
、

問
取
し
て
返
す
を
討
む
る
に
、
陳
銘
等
三
名
に
罵
称
せ
ら
る
る
に
、
■
這
の

番
子
、
多
く
是
れ
叛
囚
悪
類
な
り
。
■
の
夷
王
は
禽
獣
の
行
あ
り
。
陽

に
進

貢
を
為
し
、
陰
に
劫
掠
を
為
す
。
朝
廷
、
聞
か
ざ
る
か
、
■
這
の
賊
蛮

の
此

に
往
来
す
る
を
。
我
、

一
日
、
機
会
あ
る
を
俟

っ
て
京
に
到
り
、
奏
し
て
■

の
毀
蹤
滅
跡
す
る
を
知
教
せ
ん
、
と
。
阿
不
察
度
、
罵
ら
る
る
も
船
行

の
急

迫
す
る
に
為
因
り
、
忍
気
し
て
回
り
来
り
て
告
知
す
。
此
れ
に
拠
り
、
後
船

の
使
者
阿
勃
馬
結
制
等
を
審
覆
す
る
に
、
前
詞
に
相
い
同
じ
。

卑
爵
、
痛
念
す
る
に
、
卑
国
は
父
祖

の
太
祖
高
皇
帝
の
正
朔
を
欽
承
し
て

よ
り
以
来
今
に
至
る
ま
で
五
十
余
年
な
り
。
寵
恩
は
隆
厚
に
し
て
、
朝
貢
は

時
を
以
て
す
。
今
、
民
人
に
鈔
貫
を
負
欠
し
、
誣
枉
し
毀
辱
せ
ら
る
。
惟
に

聖
朝
の
撫
字
の
心
を
思
わ
ざ
る
の
み
に
非
ず
。
抑
々
且

つ
祖
訓
の
柔
遠

の
意

に
違
う
有
り
。
若
し
具
奏
せ
ざ
れ
ば
、
誠
に
恐
ら
く
は
朝
貢
を
離
間
し
て
不

便
な
ら
ん
。
此
の
為
に
、
長
史
鄭
義
才
を
し
て
本
奏
啓
を
齎
し
む
る
を
除
く

の
外
、
合
に
咨
し
て
知
会
す
べ
し
。
施
行
せ
よ
。
須
ら
く
咨
に
至
る
べ
き
者

な
り
。

一
件
、
冠
帯
の
事
。
今
、
照
ら
す
に
、
本
国
は
通
事
を
欠
少
す
。
本
国
人

范
徳
を
選
び
得
た
る
に
、
語
言
に
諳
暁
す
。
授
け
て
通
事
の
職
事
に
充

つ
る

も
、
未
だ
敢
え
て
冠
帯
を
擅
便
せ
ず
。
合
行
に
咨
し
て
冠
帯
を
給
賜
す
る
を


